
 

資料１－１ 

立野ダム建設に係る技術委員会 

規 約(案) 
 

（名 称） 

第１条 本会議は、｢立野ダム建設に係る技術委員会｣（以下、「委員会」という。）と称す

る。 

 

（目 的） 

第２条 委員会は、平成２８年熊本地震後の立野ダム建設に関し、ダムサイト予定地の基

礎岩盤の状況等を調査・検討し、立野ダム建設に係る技術的な確認・評価を行うこ

とを目的とする。 

 

（検討事項） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。 

一 立野ダムサイト予定地の基礎岩盤の状況の調査・検討 

二 立野ダム建設予定地周辺の第四紀断層の状況の調査・検討 

三 立野ダム湛水予定地周辺斜面の状況等の調査・検討 

四 一～三の結果を踏まえた立野ダム建設に係る技術的な確認・評価 

五 その他委員会の目的を達成するために必要な事項 

 

（委員会の組織構成） 

第４条 委員会は、専門的な知識を有する、別表に掲げる学識者等で構成する。 

２ 委員会には委員長を置く。 

３ 委員長は、構成員の互選によりこれを定める。 

４ 委員長は、委員会の会務を処理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

６ 委員長は、必要があると認めるときには、委員以外の者に対し、委員会に出席し

てその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 

 

（委員会の開催） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

  ２ 委員会は、委員の半数以上の出席をもって行うものとする。 

 

（情報公開） 

第６条 委員会は、原則として報道機関を通じて公開する。 

 

 



 
（事務局） 

第７条 委員会の庶務は、九州地方整備局河川部河川計画課及び立野ダム工事事務所にお

いて処理する。 

 

（雑 則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

 

（附 則） 

第９条 本規約は平成 28 年 7 月○日から適用する。 
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ダム・地盤 

岡田 篤正 
京都大学 名誉教授 

 元日本活断層学会会長 
活断層 

佐々木 隆 
国土技術政策総合研究所 

 河川研究部 河川構造物管理研究官 
ダム構造 

佐々木 靖人 
土木研究所 地質・地盤研究グループ 

 上席研究員 
地質・地すべり 

角  哲也 京都大学 防災研究所 教授 
河川・ダム 

総合土砂管理 

千木良 雅弘 
京都大学 防災研究所 教授 

 元日本応用地質学会会長 
地すべり・地質 
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                               （敬称略 五十音順） 


